
 

 掲 示 第 24 号 

 

保税蔵置場の許可について 

 

 関税法第４２条第３項の規定に基づき、下記のとおり公告する。 

 

 令和元年 10 月 10 日 

 

 

                      大阪税関長        中 山  峰 孝 

 

 

記 

 

１ 許可を受けた者の名称及び住所 

    株式会社 金沢港運 

    石川県金沢市湊４丁目１１番地 

 

２ 保税蔵置場の名称及び所在地 

    株式会社 金沢港運 テント上屋 

    石川県金沢市戸水町カ１１１番４ 

 

３ 保税蔵置場の構造、棟数及び延べ面積 

膜構造 １棟    ４９５ 平方メートル 

（うち屋外    ０ 平方メートル） 

 

４ 蔵置貨物の種類 

    輸出入一般貨物、船用品及び仮陸揚貨物 

 

５ 許可の期間 

    自  令 和 元 年 １０月 ２２ 日 

    至  令 和 ７ 年   ９月 ３０ 日 

 

 


